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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 5月 6日 (2004.5.6)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
ゲ ー ム 画 面 に 複 数 の 操 作 領 域 を 表 示 し 、 各 々 の 操 作 領 域 内 で 遊 戯 者 の 操 作 に 基 づ い て 生 成
さ れ る 操 作 信 号 に 対 応 し て 、 対 戦 ゲ ー ム を 処 理 さ せ る プ ロ グ ラ ム が 記 録 さ れ た メ モ リ と 、
こ の プ ロ グ ラ ム に 基 づ い て 前 記 ゲ ー ム の た め の 処 理 を 行 う Ｃ Ｐ Ｕ ブ ロ ッ ク と 、 ゲ ー ム 時 間
を 計 測 す る 時 間 計 測 用 タ イ マ ー と 、 を 備 え る ゲ ー ム 装 置 で あ っ て 、
前 記 Ｃ Ｐ Ｕ ブ ロ ッ ク は 前 記 プ ロ グ ラ ム に 基 づ い て 、 前 記 遊 戯 者 の 所 定 の 操 作 に よ り 、 前 記
複 数 の 操 作 領 域 の う ち 、 一 の 操 作 領 域 の ゲ ー ム を 操 作 す る 遊 戯 者 に 対 し て 勝 利 宣 言 を 行 う
操 作 信 号 が 入 力 さ れ た と き 、 勝 利 宣 言 フ ラ グ を 有 効 に す る 第 １ の 手 段 と 、 前 記 複 数 の 操 作
領 域 の う ち 、 一 の 操 作 領 域 に お い て 、 前 記 勝 利 宣 言 フ ラ グ が 有 効 で あ っ た と き 、 該 操 作 領
域 に お け る 勝 利 宣 言 後 の 操 作 信 号 の 入 力 を ゲ ー ム ス テ ー ジ 終 了 ま で 無 効 に す る 第 ２ の 手 段
と 、 勝 利 宣 言 が さ れ て い な い 他 の 操 作 領 域 の 処 理 が 残 っ て い る か 否 か 判 定 す る 手 段 と 、 該
判 定 す る 手 段 に よ り 、 未 処 理 の 操 作 領 域 が あ る 場 合 に は 、 そ の 操 作 領 域 に 処 理 を 移 し て 前
記 第 １ お よ び 第 ２ の 手 段 を 繰 り 返 し 実 行 す る 手 段 と 、 前 記 勝 利 宣 言 を 行 っ た 遊 戯 者 の ゲ ー
ム 得 点 を 当 該 勝 利 宣 言 で 決 着 さ せ る 手 段 と 、 前 記 勝 利 宣 言 を 行 っ て い な い 遊 戯 者 が 操 作 す
る 操 作 領 域 の ゲ ー ム 得 点 を ゲ ー ム 終 了 で 決 着 さ せ る 手 段 と 、 こ れ ら ゲ ー ム 得 点 で 勝 負 の 決
着 を 決 め る 手 段 と 、 前 記 タ イ マ ー 値 に 基 づ い て ゲ ー ム 成 績 を 求 め る 手 段 と 、 を 実 行 す る よ
う に し た ゲ ー ム 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 プ ロ グ ラ ム が ゲ ー ム 画 面 に 、 表 示 さ れ た ブ ロ ッ ク が 移 動 す る 複 数 の 操 作 領 域 を 表 示 し
、 各 々 の 操 作 領 域 内 で 遊 戯 者 の 操 作 に 基 づ い て 生 成 さ れ る 操 作 信 号 に 対 応 し て 、 落 下 し て
い く ブ ロ ッ ク を 左 右 に 移 動 さ せ 、 着 地 し て 固 定 さ れ た と き に 所 定 の 条 件 が 揃 っ た ブ ロ ッ ク
が 消 去 さ れ る 対 戦 型 落 下 式 パ ズ ル ゲ ー ム を 処 理 さ せ る も の で あ り 、 前 記 第 ２ の 手 段 は 、 前
記 勝 利 宣 言 フ ラ グ が 有 効 で あ っ た と き 、 前 記 操 作 領 域 に お け る そ の 勝 利 宣 言 後 の 操 作 信 号
の 入 力 を ゲ ー ム ス テ ー ジ 終 了 ま で 無 効 に し て 前 記 ブ ロ ッ ク を 垂 直 に 落 下 さ せ る も の で あ る
、 請 求 項 １ 記 載 の ゲ ー ム 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 時 間 計 測 用 タ イ マ ー は 、 ゲ ー ム 開 始 か ら 終 了 ま で の 時 間 を 計 測 す る も の で あ り 、 前 記
Ｃ Ｐ Ｕ ブ ロ ッ ク は 、 前 記 勝 利 宣 言 が さ れ た 操 作 領 域 の 当 該 タ イ マ ー を 前 記 フ ラ グ が 有 効 後



停 止 さ せ る 手 段 を 実 行 す る 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
ゲ ー ム 画 面 に 複 数 の 操 作 領 域 を 表 示 し 、 各 々 の 操 作 領 域 内 で 遊 戯 者 の 操 作 に 基 づ い て 生 成
さ れ る 操 作 信 号 に 対 応 し て 、 対 戦 ゲ ー ム を 処 理 さ せ る プ ロ グ ラ ム が 記 録 さ れ た メ モ リ と 、
こ の プ ロ グ ラ ム に 基 づ い て 前 記 ゲ ー ム の た め の 処 理 を 行 う Ｃ Ｐ Ｕ ブ ロ ッ ク と 、 ゲ ー ム 時 間
を 計 測 す る 時 間 計 測 用 タ イ マ ー と 、 を 備 え る ゲ ー ム 装 置 に お け る 、 当 該 Ｃ Ｐ Ｕ ブ ロ ッ ク に
よ っ て 行 わ れ る 前 記 ゲ ー ム の た め の デ ー タ 処 理 方 法 で あ っ て 、 前 記 Ｃ Ｐ Ｕ ブ ロ ッ ク は 前 記
プ ロ グ ラ ム に 基 づ い て 、 前 記 遊 戯 者 の 所 定 の 操 作 に よ り 、 前 記 複 数 の 操 作 領 域 の う ち 、 一
の 操 作 領 域 の ゲ ー ム を 操 作 す る 遊 戯 者 に 対 し て 勝 利 宣 言 を 行 う 操 作 信 号 が 入 力 さ れ た と き
、 勝 利 宣 言 フ ラ グ を 有 効 に す る 第 １ の ス テ ッ プ と 、 前 記 複 数 の 操 作 領 域 の う ち 、 一 の 操 作
領 域 に お い て 、 前 記 勝 利 宣 言 フ ラ グ が 有 効 で あ っ た と き 、 該 操 作 領 域 に お け る 勝 利 宣 言 後
の 操 作 信 号 の 入 力 を ゲ ー ム ス テ ー ジ 終 了 ま で 無 効 に す る 第 ２ の ス テ ッ プ と 、 勝 利 宣 言 が さ
れ て い な い 他 の 操 作 領 域 の 処 理 が 残 っ て い る か 否 か 判 定 す る ス テ ッ プ と 、 該 判 定 す る ス テ
ッ プ に よ り 、 未 処 理 の 操 作 領 域 が あ る 場 合 に は 、 そ の 操 作 領 域 に 処 理 を 移 し て 前 記 第 １ お
よ び 第 ２ の ス テ ッ プ を 繰 り 返 し 実 行 す る ス テ ッ プ と 、 前 記 勝 利 宣 言 を 行 っ た 遊 戯 者 の ゲ ー
ム 得 点 を 当 該 勝 利 宣 言 で 決 着 さ せ る ス テ ッ プ と 、 前 記 勝 利 宣 言 を 行 っ て い な い 遊 戯 者 が 操
作 す る 操 作 領 域 の ゲ ー ム 得 点 を ゲ ー ム 終 了 で 決 着 さ せ る ス テ ッ プ と 、 こ れ ら ゲ ー ム 得 点 で
勝 負 の 決 着 を 決 め る ス テ ッ プ と 、 前 記 タ イ マ ー 値 に 基 づ い て ゲ ー ム 成 績 を 求 め る ス テ ッ プ
と 、 を 実 行 す る よ う に し た デ ー タ 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 プ ロ グ ラ ム が ゲ ー ム 画 面 に 、 表 示 さ れ た ブ ロ ッ ク が 移 動 す る 複 数 の 操 作 領 域 を 表 示 し
、 各 々 の 操 作 領 域 内 で 遊 戯 者 の 操 作 に 基 づ い て 生 成 さ れ る 操 作 信 号 に 対 応 し て 、 落 下 し て
い く ブ ロ ッ ク を 左 右 に 移 動 さ せ 、 着 地 し て 固 定 さ れ た と き に 所 定 の 条 件 が 揃 っ た ブ ロ ッ ク
が 消 去 さ れ る 対 戦 型 落 下 式 パ ズ ル ゲ ー ム を 処 理 さ せ る も の で あ り 、 前 記 第 ２ の ス テ ッ プ は
、 前 記 勝 利 宣 言 フ ラ グ が 有 効 で あ っ た と き 、 前 記 操 作 領 域 に お け る そ の 勝 利 宣 言 後 の 操 作
信 号 の 入 力 を ゲ ー ム ス テ ー ジ 終 了 ま で 無 効 に し て 前 記 ブ ロ ッ ク を 垂 直 に 落 下 さ せ る も の で
あ る 、 請 求 項 ４ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 時 間 計 測 用 タ イ マ ー は 、 ゲ ー ム 開 始 か ら 終 了 ま で の 時 間 を 計 測 す る も の で あ り 、 前 記
Ｃ Ｐ Ｕ ブ ロ ッ ク は 、 前 記 勝 利 宣 言 が さ れ た 操 作 領 域 の 当 該 タ イ マ ー を 前 記 フ ラ グ が 有 効 後
停 止 さ せ る ス テ ッ プ を さ ら に 実 行 す る 請 求 項 ４ 又 ５ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
請 求 項 ４ 乃 至 ６ の い ず れ か 一 項 記 載 の ス テ ッ プ を ゲ ー ム 装 置 に 実 行 さ せ る た め の プ ロ グ ラ
ム が 記 録 さ れ た 記 録 媒 体 。
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